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第
四
十
二
号
）

○
福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則　
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課
）
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一

　

福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
九
月
十
八
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
四
十
二
号

　
　
　

福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
条
例

第
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
条
例
第
八
条
第
三
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
規
則
で
定
め
る
期
間
）

第
二
条　

条
例
第
八
条
第
三
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

　

（
診
断
結
果
の
報
告
）

第
三
条　

条
例
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
診
断
結
果
報
告
書
（
様

式
第
一
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
条
例
第
八
条
第
三
項
第
一
号
の
診
断
書
）

第
四
条　

条
例
第
八
条
第
三
項
第
一
号
の
診
断
書
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
と
診
断
さ
れ
た
も
の
に
限

る
。

２　

条
例
第
八
条
第
三
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
診
断
を
受
け
る
べ

き
こ
と
と
な
る
者
に
お
い
て
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
診
断
を
受
け
る
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
（

そ
の
日
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
最
も
遅
い
日
）
か
ら
当
該
者
に
お
い
て
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
診
断
を
受
け
る
べ
き
こ
と
と
な
る
事
由
が
生
じ
た
日
ま
で
と
す
る
。

　

（
条
例
第
八
条
第
三
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
と
き
）

第
五
条　

条
例
第
八
条
第
三
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
と
き
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

当
該
違
反
者
が
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。

　

二　

当
該
違
反
者
が
二
十
歳
に
満
た
な
い
と
き
。

　

（
受
診
の
期
限
）

第
六
条　

条
例
第
八
条
第
五
項
の
受
診
の
期
限
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
日
か
ら
六
十
日
と
す

る
。

２　

条
例
第
八
条
第
五
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
診
断
受
診
期
限
変
更
申

出
書
（
様
式
第
二
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
将
来
に
わ
た
り
再
び
車
両
を
運
転
す
る
こ
と
が
な
い
場
合
の
手
続
）

第
七
条　

条
例
第
九
条
第
一
項
の
違
反
者
は
、
同
項
の
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
知
事
に
対
し
、
そ

の
旨
及
び
そ
の
内
容
を
書
面
で
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
す
る
者
は
、
条
例
第
九
条
第
一
項
の
違
反
者
に
該
当
し
た
日
に
お
い
て

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
八
十
四
条
に
規
定
す
る
運
転
免
許
（
以
下
「
免

許
」
と
い
う
。
）
を
有
し
て
い
た
場
合
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
す
る
日
に
お
い
て
免
許
が
失
効

し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
同
法
第
百
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
取
消
し
の
内

容
及
び
理
由
を
記
載
し
た
書
面
の
写
し
又
は
道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第

六
十
号
）
第
三
十
条
の
九
第
四
項
の
通
知
書
の
写
し
を
前
項
の
書
面
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

　

（
再
び
車
両
を
運
転
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
の
手
続
）

第
八
条　

前
条
の
規
定
に
よ
る
申
告
を
し
た
者
は
、
再
び
車
両
を
運
転
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い

て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
知
事
に
対
し
、
そ
の
旨
を
書
面
で
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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則
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様式第１号（第３条関係） 
 

アルコール依存症診断結果報告書 
 

           年  月  日 

 
 福岡県知事 殿 
 

住 所 
 

氏 名              印 
 

連絡先 
 
 福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例（平成２４年福岡県条例第１号）第８条

第３項の規定により、アルコール依存症の診断結果について次のとおり報告します。 
 
（医療機関記入欄） 

受 診 者 名  

アルコール依存症

に関する診断結果 
□ アルコール依存症であると認められる。 
□ アルコール依存症であると認められない。 

飲酒行動是正プロ

グラムの参加に関

する意見 

 

医 療 機 関 名 
 

医 師 名                       印 
 

（日本工業規格Ａ列４番） 
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様式第２号（第６条関係） 
 

アルコール依存症診断受診期限変更申出書 
 

           年  月  日 

 
 福岡県知事 殿 
 

住 所 
 

氏 名              印 
 

連絡先 
 
 福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例（平成２４年福岡県条例第１号）第８条

第５項後段の規定により、次のとおりアルコール依存症に関する診断の受診の期限の変

更を申し出ます。 
 

現 行 の 
受 診 期 限 

      年  月  日（  曜日） 

希 望 す る 
受 診 期 限 

      年  月  日（  曜日） 

変 更 理 由 

 

 

（日本工業規格Ａ列４番） 


